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飯山市長選挙及び飯山市議会議員一般選挙を同時に行うことを決定 

選挙期日は１０月２８日（日） 
 

本日 4 月 4 日に開催された飯山市選挙管理委員会 4 月定例会において、飯山市長選挙

と飯山市議会議員一般選挙を同時に行うことによって有権者の負担が軽減できる、投票

率の向上が期待できる、選挙費用の節減が見込めるというメリットがあることから、公

職選挙法第 34 条の 2の規定により同時に執り行うことを決定しました。 

期日は以下のとおりです。 

 

１ 飯山市長選挙 

 任期満了 平成 30年 9月 14日（金曜日） 

 選挙期日 平成 30年 10 月 28日（日曜日） 

 告 示 日 平成 30年 10 月 21日（日曜日） 

 

２ 飯山市議会議員一般選挙 

 任期満了 平成 30年 12 月 11日（火曜日） 

 選挙期日 平成 30年 10 月 28日（日曜日） 

 告 示 日 平成 30年 10 月 21日（日曜日） 

 

 

〈参考〉公職選挙法第 34条の 2（90日特例）について 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当課＞ 
飯山市選挙管理委員会事務局 
（事務局長）北爪 英紀 （担当者）本山 章教 
住 所： 飯山市大字飯山 1110-1 
電 話： 0269-62-3111（内線 339） 
F a x： 0269-62-5990 
電 子 メ ー ル： senkan@city.iiyama.nagano.jp 

市議の任期満了の５０日前 

９０日以内 
市長の任期満了の５０日後 

１１月３日 １０月２２日 

市長の任期 

9月 14日 

市議の任期 

12月 11日 

この期間内であれば同時選挙を実施できる 
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